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全国市町村初 手話条例の誕生

平成２５年１２月１６日 石狩市議会において全会
一致で『石狩市手話に関する基本条例案』可決
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条例の理念

「手話は言語」であることの理解を
広めるためのもの

障がい者支援の福祉的な視点から
定めるものではない

言語的少数者のことを市民が理解
するためのまちづくり条例である

手話はコミュニケーションの手段で
あるだけではなく一つの言語として
捉えること
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条例制定後の取り組み
平成２６年３月 施策の推進方針を策定

推進方針に基づき、具体的な施策を進める
※令和４年４月に、現状に即した形に一部改正

① 手話は言語であることの意味を理解する

② 小中学校における手話出前授業の定着

③ 地域における手話の広がり

取り組みの特徴
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施策の推進方針と取り組み

① 手話の普及啓発に関する事項

② 手話による情報取得及び手話の使いやす
い環境づくりに関する事項

③ 手話による意思疎通支援の拡充に関する
事項

施策の推進方針
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①手話の普及啓発 施策の推進方針

(ｱ)市民向け手話出前講座
延べ人数回数箇所数年度

３，６１８人１０２回３０箇所Ｈ２６

３，８６０人１４８回２８箇所Ｈ２７

４，４８０人１６７回２４箇所Ｈ２８

６，９８２人２２３回３３箇所Ｈ２９

７，１７０人２２９回３１箇所Ｈ３０

６，８３３人２２０回２８箇所Ｒ１

７，７６８人２６２回２０箇所Ｒ２

７，４４１人２５６回２５箇所Ｒ３

８，８３６人２８０回２７箇所Ｒ４

８，３９５人２６８回２８箇所Ｒ５
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①手話の普及啓発
施策の推進方針

(ｲ)研修や学習のための教材づくり

小学生向けの手話教育プログラム
と手話出前授業のための副教材
作成

『手話でこんにちは』
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①手話の普及啓発
施策の推進方針

(ｳ)市職員対象の手話研修会

全職員が受講対象

新人職員研修・フォローアップ研修の実施
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①手話の普及啓発
施策の推進方針

(ｴ)事業所向け手話研修会

市内のスーパー、消防署などで
研修会を実施

消防署では自主研修に発展
道の駅やホテルでも実施
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①手話の普及啓発
施策の推進方針

(ｵ)小中学校での手話出前授業
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(ｵ)小中学校での手話出前授業 施策の推進方針

中学校小学校
年度

延べ人数回数学校数延べ人数回数学校数

５５１人６回５校２，１４３人６４回７校Ｈ２６

３２７人１２回３校２，９２７人９７回７校Ｈ２７

８９１人２０回５校３，２２３人１２２回１０校Ｈ２８

１，３５２人２２回７校４，６８７人１６０回１０校Ｈ２９

１，００１人１７回６校５，１７５人１７１回１１校Ｈ３０

９０８人２１回５校５，３３１人１６９回１０校Ｒ１

２，８３７人８６回６校４，６９９人１６０回９校Ｒ２

１，８００人６６回６校５，２０６人１６７回９校Ｒ３

２，２４４人６７回７校６，０６８人１８８回１０校Ｒ４

１，９０９人６４回７校５，６０４人１７４回１０校Ｒ５
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平成２９年４月から『手話言語』
の授業開始

２・３年生の選択授業

実践だけでなく、手話やろう者の
歴史など理論も学ぶ

石狩翔陽高校の
取り組み
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①手話の普及啓発
施策の推進方針

(ｶ)市民が手話に親しむために

「親子で学ぶ手話」や「手話体験会」の実施

石狩手話フェスタ
・平成２７年度から開催
・実行委員会を組織して市民が運営
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親子で学ぶ手話
手話体験会

 石狩市手話出前
運営委員会の協
力のもとに毎年
開催

 令和３年度より
実施
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石狩手話フェスタ

 ろう協、手話
サークルなどで
実行委員会を
組織

 年１回開催

 今年で８回目
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①手話の普及啓発
施策の推進方針

(ｷ)手話の普及啓発等の仕組みづくり

石狩市手話出前講座運営委員会設置

【構成メンバー】

石狩聴力障害者協会、石狩市登録手話通訳者、
石狩市専任手話通訳者 等
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②情報取得と環境づくり
施策の推進方針

(ｱ)手話による行政
情報の発信

市議会の映像に手話
通訳（ワイプ）を入れ
て配信
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②情報取得と環境づくり
施策の推進方針

(ｲ)ＩＣＴを活用した環境づくり

遠隔手話通訳
→公共施設や医療機関、金融機関と障がい福祉課を
つなぐ

電話リレーサービス
→日本財団のモデル事業とは別に単独実施

18



電話リレーサービス

聞こえない人 手話通訳者 病院・銀行など

手話 音声

予約を翌日に
変更してほしい

予約を翌日に
変更してほしい

明後日の10時
であれば可能

明後日の10時
であれば可能
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②情報取得と環境づくり
施策の推進方針

(ｳ)聞こえない子どもや保護者への支援

あらゆる場面を想定した情報提供

→支援方法や成長の選択肢のパンフレットの配布

言語聴覚士による相談受付
→専門職による面談により、専門機関につなげる
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③意思疎通支援の拡充

(ｱ)手話通訳者の人材育成

登録手話通訳者の研修会
通訳技術の向上と対人援助など

手話通訳者養成講座の実施
手話通訳者：専任３人、登録８人

施策の推進方針
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③意思疎通支援の拡充

(ｲ)手話通訳者の環境整備

自家用車の公用使用

タクシーチケットの配布

施策の推進方針
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③意思疎通支援の拡充

(ｳ)手話通訳派遣制度のあり方を検証

意思疎通支援のため手話通訳者や要約筆記者
を派遣する事業

通院、児童の教育、労働関係など

施策の推進方針
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おわりに…
手話は日本語を手や指、表情に変えて
表現しているのではありません。
独自の文法体系を持つ「言語」です。

誰もが普段使う言語として生活ができる
社会となった時、手話言語条例は必要
なくなります。
石狩市はこの条例がいらなくなる社会を
目指しています。

石狩市公認
キャラクター

さけ太郎

石狩市公認
キャラクター

さけ子

24


